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給与所得に係る特別徴収

特別控除 税負担

特別徴収なし 

   ↓ 

R6.6 R6.8 R6.10 R7.1

普通徴収

特別控除 税負担

例えば・・・ 

会社員40 代・扶養親族3 人(16歳未満含む)の場合 

所得税：3万円×4 人＝12 万円 

住民税：1万円×4 人＝4万円  計16 万円減税 


